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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　後ろ壁面に固定され水平方向に延在する横部材と、
　前記横部材と連結され垂直方向に延在する縦部材と、
　前記後ろ壁面から離れた位置で床面に固定され垂直方向に延在する支持部材と、
　水平方向に延在し、一端が前記縦部材に固定され、他端が前記支持部材に固定される連
結部材と、
　を備え、
　前記縦部材は前記連結部材との固定点よりも上方まで垂直方向に延在しており、
　前記後ろ壁面に向かってみたとき、前記連結部材及び前記支持部材の水平方向の位置は
前記縦部材の水平方向の位置と合っており、
　前記横部材は前記縦部材の上端部に連結されており、
　前記横部材は前記縦部材との連結点の幅よりも広く水平方向に延在しており、
　前記横部材は固定部材によって前記縦部材との前記連結点よりも側方において荷重が分
散するように水平方向の複数箇所を直接前記後ろ壁面に固定されており、
　便器本体を前記支持部材に固定して前記便器本体を前記床面から浮かせた状態で支持す
ることを特徴とする壁掛便器の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明の態様は、便器本体を床面から浮かせた状態で取り付ける壁掛便器の取付構造及
び壁掛便器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　腰掛け式便器を住宅のトイレに取り付けるに際して、フレームの横部材を壁裏の補強に
対して固定する構造や、部屋隅の柱に対して固定具を釘で固定し、この固定具に対して横
部材を固定する構造が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
　特許文献１に記載される取り付け構造においては、壁内部の構造柱である管柱に対して
壁内面側から左右の固定具をねじ具等により固定し、この左右の固定具に補強バーを架け
渡すように固定している。そして、この補強バーに便器本体を固定している。
【０００３】
　壁掛便器においては、便器に座るなどして便器に荷重がかかると、便器が倒れようとし
てその力が後ろ壁面に対して垂直方向に作用する。この便器の倒れによる便器先端の沈み
込みの大きさは後ろ壁面の強度に依存する。ここで、後ろ壁面の強度は、後ろ壁面の材質
や厚み、後ろ壁を支える間柱の有無、寸法、部屋隅の柱の大きさなどに依存する。
【０００４】
　しかしながら、リフォームなどでの入れ替え工事の場合、すでに建築構造は完成してい
るため、間柱の有無、寸法、後ろ壁面の厚さ、強度等は分からず、取り付けようとする部
屋によっては、後ろ壁面の変形が過大になる。また、特許文献１に記載の取付構造では、
便器本体に下向きに加わる力が後ろ壁に伝わった場合、後ろ壁面の横方向の変形は抑制で
きても、縦方向の変形を十分に抑制できない。
【０００５】
　ここで、本明細書における横方向の変形及び縦方向の変形について説明する。
　図１４（ａ）～（ｂ）は、後ろ壁面の変形について例示する模式的斜視図である。
　図１４（ａ）では、床面ＦＬから立ち上がる後ろ壁面ＢＷが横方向に変形した例、図１
４（ｂ）では、床面ＦＬから立ち上がる後ろ壁面ＢＷが縦方向に変形した例を表している
。
　図１４（ａ）に表したように、「横方向の変形」とは、後ろ壁面ＢＷが縦軸Ｏｙの周り
に湾曲する変形のことをいう。
　図１４（ｂ）に表したように、「縦方向の変形」とは、後ろ壁面ＢＷが横軸Ｏｘの周り
に湾曲する変形のことをいう。
【０００６】
　上記のように、特許文献１に記載の取付構造では、左右の固定具に渡される補強バーに
よって、後ろ壁面の横方向の変形についてはある程度抑制される。しかし、縦方向の変形
については十分に抑制することができず、その結果、便器先端の変位（沈み込み）が大き
い。
　また、補強バーの固定具を管柱に固定する必要があり、後ろ壁の構造によって施工上の
制約を受けることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－２７３９３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、便器本体に下向きに力が
加わった場合の便器先端の変位を十分に抑制することができる壁掛便器の取付構造及び壁
掛便器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】



(3) JP 6048635 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

　第１の発明は、後ろ壁面に固定され水平方向に延在する横部材と、前記横部材と連結さ
れ垂直方向に延在する縦部材と、前記後ろ壁面から離れた位置で床面に固定され垂直方向
に延在する支持部材と、水平方向に延在し、一端が前記縦部材に固定され、他端が前記支
持部材に固定される連結部材と、を備え、前記縦部材は前記連結部材との固定点よりも上
方まで垂直方向に延在しており、前記後ろ壁面に向かってみたとき、前記連結部材及び前
記支持部材の水平方向の位置は前記縦部材の水平方向の位置と合っており、前記横部材は
前記縦部材の上端部に連結されており、前記横部材は前記縦部材との連結点の幅よりも広
く水平方向に延在しており、前記横部材は固定部材によって前記縦部材との前記連結点よ
りも側方において荷重が分散するように水平方向の複数箇所を直接前記後ろ壁面に固定さ
れており、便器本体を前記支持部材に固定して前記便器本体を前記床面から浮かせた状態
で支持することを特徴とする壁掛便器の取付構造である。
【００１０】
　この壁掛便器の取付構造によれば、後ろ壁面に横部材が固定されているため、便器本体
に加わった下向きの力が、支持部材及び連結部材を介して横部材に対して前方向きの力と
して伝わった場合でも、強度のある横部材と後ろ壁面とが一体となり、横部材全体で前向
きの力を受けることができる。このため、後ろ壁面の強度によらず、後ろ壁面の変形を抑
制することができる。
　また、便器本体に加わる下向きの力が、支持部材及び連結部材を介して縦部材に直接伝
わることになる。これにより、連結部材と縦部材との間で捩れの力が加わらず、便器本体
の変位を効果的に抑制することができる。
【００２０】
　この壁掛便器によれば、後ろ壁面に縦部材が固定されているため、便器本体に加わった
下向きの力が、支持部材及び連結部材を介して縦部材に対して前方向きの力として伝わっ
た場合でも、強度のある縦部材と後ろ壁面とが一体となり、縦部材全体で前向きの力を受
けることができる。このため、後ろ壁面の強度によらず、後ろ壁面の変形を抑制すること
ができる。すなわち、後ろ壁の構造によらず壁掛け式の便器本体がしっかりと固定される
。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の態様によれば、便器本体に下向きに力が加わった場合の便器先端の変位を十分
に抑制することができる壁掛便器の取付構造及び壁掛便器が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第１の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
【図２】第１の実施形態に係る取付構造体を例示する模式的斜視図である。
【図３】第１の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的正面図である。
【図４】第１の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器を例示する模式的
斜視図である。
【図５】第２の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
【図６】第２の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器を例示する模式的
斜視図である。
【図７】第３の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
【図８】第３の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器を例示する模式的
斜視図である。
【図９】第４の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
【図１０】（ａ）～（ｂ）は、第４の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式
図である。
【図１１】第４の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器を例示する模式
的斜視図である。
【図１２】第５の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
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【図１３】第６の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
【図１４】（ａ）～（ｂ）は、後ろ壁面の変形について例示する模式的斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【００２４】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
　図２は、第１の実施形態に係る取付構造体を例示する模式的斜視図である。
　図３は、第１の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的正面図である。
　図４は、第１の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器を例示する模式
的斜視図である。
【００２５】
　図１に表したように、第１の実施形態に係る壁掛便器の取付構造は、縦部材１０と、支
持部材２０と、連結部材３０と、を備え、便器本体１００を床面ＦＬから浮かせた状態で
支持するものである。
【００２６】
　縦部材１０は、垂直方向に延在する例えば角型材（中空または中実）である。縦部材１
０には、例えば鋼材が用いられる。図１及び図２に表したように、縦部材１０は、後ろ壁
面ＢＷに固定部材Ｂ１によって固定される。固定部材Ｂ１としては、例えばボルト及びナ
ットやビスが用いられる。
【００２７】
　固定部材Ｂ１は、縦部材１０の複数箇所に設けられ、これによって後ろ壁面ＢＷに頑丈
に固定される。なお、固定部材Ｂ１は接着剤であってもよい。接着剤によって固定する場
合には、縦部材１０の裏面の広い範囲（例えば、裏面全面）に接着剤を塗布して、しっか
りと固定することが望ましい。
　本実施形態では、２本の縦部材１０が所定の間隔で略平行に設けられている。
【００２８】
　支持部材２０は、後ろ壁面ＢＷから離れた位置で床面ＦＬに固定される。支持部材２０
は、床面ＦＬから垂直方向に延在する例えば角型材（中空または中実）である。支持部材
２０は、床面ＦＬに例えばＬ型部材によって固定される。
【００２９】
　本実施形態では、２本の支持部材２０が所定の間隔で平行に設けられている。２本の支
持部材２０は、床面ＦＬにおいて第１連結部２１によって連結され、床面ＦＬから離れた
位置で第２連結部２２及び第３連結部２３によって連結されている。これにより、２本の
支持部材２０は、その間隔を維持したまま床面ＦＬに頑丈に固定される。
【００３０】
　連結部材３０は、水平方向に延在する。すなわち、連結部材３０は、後ろ壁面ＢＷに対
して垂直な方向に延在して設けられる。連結部材３０の一端３０ａは縦部材１０に固定さ
れ、他端３０ｂは支持部材２０に固定される。連結部材３０によって、支持部材２０は縦
部材１０と一定の間隔でしっかりと保持される。
　本実施形態では、２本の縦部材１０及び２本の支持部材２０に対応して２本の連結部材
３０が設けられている。
【００３１】
　便器本体１００は、支持部材２０の前方面に固定される。支持部材２０には例えば２本
のボルト２５が取り付けられている。また、便器本体１００には孔ｈが設けられている。
この孔ｈにボルト２５を通してナットで固定することで、便器本体１００を床面ＦＬから
浮かせた状態で支持する。便器本体１００は、例えば２本のボルト２５及びナットで支持
部材２０に固定されるとともに、便器本体１００の後方面の下部が第２連結部２２の部分
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Ｐに接触して、３点による支持によって固定される。
【００３２】
　本実施形態では、２本の連結部材３０に平板部材３５が取り付けられている。平板部材
３５は２本の連結部材３０の間隔を確実に固定するために設けられているとともに、ロー
タンク２００を固定するために用いられる。
【００３３】
　このような壁掛便器の取付構造では、後ろ壁面ＢＷに縦部材１０が固定部材Ｂ１によっ
てしっかりと固定されているため、便器本体１００に加わった下向きの力が、支持部材２
０及び連結部材３０を介して縦部材１０に前方向きの力として伝わった場合でも、後ろ壁
面ＢＷの縦方向の変形を抑制することができる。
【００３４】
　すなわち、縦部材１０は後ろ壁面ＢＷに垂直方向に固定されているため、後ろ壁面ＢＷ
の垂直方向に沿った強度を補っている。したがって、縦部材１０に前方向きに力が加わっ
ても、後ろ壁面ＢＷの垂直方向に沿った広い範囲でその力を受けて、後ろ壁面ＢＷが縦方
向に変形（反る）ことを抑制する。
【００３５】
　このように、縦部材１０によって後ろ壁面ＢＷを補強しているため、本実施形態では、
後ろ壁の構造によらず壁掛け式の便器本体１００をしっかりと固定できる。例えば、木造
住宅のように、コンクリート壁に比べて強度の低い壁であっても、また、壁の裏側に設け
られる管柱の位置にかかわらず、壁掛け式の便器本体１００を頑丈に固定することができ
る。これにより、利用者が着座した際の便器本体１００の沈み込みを抑制して安心して利
用してもらうことができるようになる。
【００３６】
　また、図３に表したように、本実施形態に係る壁掛便器の取付構造では、後ろ壁面ＢＷ
に向かってみたとき、連結部材３０及び支持部材２０の水平方向の位置は縦部材１０の水
平方向の位置と合っている。
【００３７】
　すなわち、後ろ壁面ＢＷに向かってみると、縦部材１０、連結部材３０及び支持部材２
０は直線状に設けられる。このように設けることで、便器本体１００に加わる下向きの力
が、支持部材２０及び連結部材３０を介して縦部材１０に直接伝わることになる。これに
より、連結部材３０と縦部材１０との間で捩れの力が加わらず、便器本体１００の変位を
効果的に抑制することができる。
【００３８】
　図４に表したように、本実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器１１０
は、便器本体１００と、縦部材１０と、支持部材２０と、連結部材３０と、を備える。
【００３９】
　縦部材１０、支持部材２０及び連結部材３０は、後ろ壁面ＢＷと便器本体１００との間
に設けられるキャビネット３００の内側に配置される。連結部材３０の上に搭載されたロ
ータンク２００は、キャビネット３００の内側に収納される。
【００４０】
　このような壁掛便器１１０では、便器本体１００に加わった下向きの力が、支持部材２
０及び連結部材３０を介して縦部材１０に対して前方向きの力として伝わった際に、後ろ
壁面ＢＷの縦方向の変形を抑制する。これにより、着座した際の便器本体１００の沈み込
みが抑制され、安定感の高い壁掛便器を提供することができるようになる。
【００４１】
（第２の実施形態）
　図５は、第２の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
　図６は、第２の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器を例示する模式
的斜視図である。
【００４２】
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　図５に表したように、第２の実施形態に係る壁掛便器の取付構造は、図１に表した第１
の実施形態に係る壁掛便器の取付構造に、横部材４０をさらに備えた構成である。
　横部材４０は、水平方向に延在する例えばＬ型の部材である。横部材４０には、例えば
縦部材１０と同じ材料が用いられる。
【００４３】
　横部材４０は、後ろ壁面ＢＷに固定部材Ｂ２によって固定される。固定部材Ｂ２として
は、例えばボルト及びナットやビスが用いられる。固定部材Ｂ２は、横部材４０の複数箇
所に設けられ、これによって後ろ壁面ＢＷに頑丈に固定される。なお、固定部材Ｂ２は接
着剤であってもよい。接着剤によって固定する場合には、横部材４０の裏面の広い範囲（
例えば、裏面全面）に接着剤を塗布して、しっかりと固定することが望ましい。
【００４４】
　例えば、２本の縦部材１０が平行に設けられている場合、横部材４０は、２本の縦部材
１０の上端部１０ａを連結するように取り付けられる。横部材４０は、後ろ壁面ＢＷの幅
にわたって設けられていても、後ろ壁面ＢＷの幅よりも狭く設けられていてもよい。
【００４５】
　本実施形態では、縦部材１０による後ろ壁面ＢＷの補強に加え、横部材４０によっても
後ろ壁面ＢＷを補強している。すなわち、本実施形態では、縦部材１０によって後ろ壁面
ＢＷの垂直方向に沿った補強を行うとともに、横部材４０によって後ろ壁面ＢＷの水平方
向に沿った補強を行い、後ろ壁面ＢＷの縦方向の変形及び横方向の変形を抑制する。これ
によって、後ろ壁の構造によらず壁掛け式の便器本体１００をしっかりと固定できる。
【００４６】
　図６に表したように、本実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器１２０
は、便器本体１００と、縦部材１０と、支持部材２０と、連結部材３０と、横部材４０と
、を備える。
【００４７】
　縦部材１０、支持部材２０、連結部材３０及び横部材４０は、後ろ壁面ＢＷと便器本体
１００との間に設けられるキャビネット３００の内側に配置される。連結部材３０の上に
搭載されたロータンク２００は、キャビネット３００の内側に収納される。
【００４８】
　図６に表した壁掛便器１２０においては、横部材４０をキャビネット３００の天板３０
１を支える部材としても利用することができる。また、横部材４０の長さを短くすると（
例えば、２本の縦部材１０の間隔と同等の長さ）、キャビネット３００の扉３０５を開け
際に横部材４０が見えることを防止することができる。
【００４９】
　このような壁掛便器１２０では、便器本体１００に加わった下向きの力が、支持部材２
０及び連結部材３０を介して縦部材１０及び横部材４０に対して前方向きの力として伝わ
った際に、後ろ壁面ＢＷの縦方向及び横方向の変形を抑制する。これにより、着座した際
の便器本体１００の沈み込みが抑制され、安定感の高い壁掛便器を提供することができる
ようになる。
【００５０】
　なお、図５及び図６に表した例には、１本の横部材４０が設けられているが、複数本の
横部材４０を設けてもよい。例えば、２本の横部材４０を設けて、そのうちの１本を縦部
材１０の上端部１０ａに設け、他の１本を縦部材１０の下端部１０ｂに設けるようにして
もよい。これによって、さらなる補強が達成され、便器本体１００の沈み込みを効果的に
抑制することができるようになる。
　また、横部材４０は、縦部材１０の上端部１０ａよりも下側の中間部分に設けられてい
てもよい。
【００５１】
（第３の実施形態）
　図７は、第３の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
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　図８は、第３の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器を例示する模式
的斜視図である。
【００５２】
　図７に表したように、第３の実施形態に係る壁掛便器の取付構造は、図１に表した第１
の実施形態に係る壁掛便器の取付構造に対して、縦部材１０が連結部材３０よりも下方に
延びている点で相違する。例えば、縦部材１０の下端部１０ｂは床面ＦＬに達している。
【００５３】
　縦部材１０を後ろ壁面ＢＷに固定する固定部材Ｂ１は、縦部材１０の複数箇所に設けら
れる。
　縦部材１０の長さは長いほど、縦部材１０に対して加わった前方向きの力を分散して、
後ろ壁面ＢＷが反ることを効果的に抑制することができる。
【００５４】
　なお、縦部材１０の下端部１０ｂは床面ＦＬに達していなくてもよい。例えば、幅木（
図示せず）に達しないように設けて、幅木と干渉しないようにしてもよい。縦部材１０の
下端部１０ｂを床面ＦＬにまで達しないようにすると、縦部材１０を後ろ壁面ＢＷに固定
する作業が行いやすくなる。
【００５５】
　図７に表した壁掛便器の取付構造では、２本の横部材４０が設けられている。２本のう
ちの１本の横部材４０は縦部材１０の上端部１０ａに設けられ、他の１本の横部材４０は
縦部材１０と連結部材３０との接続部分に設けられている。２本の横部材４０は、いずれ
も固定部材Ｂ２によって後ろ壁面ＢＷに固定されている。
【００５６】
　２本の縦部材１０及び２本の横部材４０が井桁状に組み合わされて後ろ壁面ＢＷにしっ
かりと固定されていることで、後ろ壁面ＢＷを十分に補強することができる。
　これにより、後ろ壁の構造によらず壁掛け式の便器本体１００をしっかりと固定でき、
利用者が着座した際の便器本体１００の沈み込みを抑制して安心して利用してもらうこと
ができるようになる。
【００５７】
　図８に表したように、本実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器１３０
は、便器本体１００と、縦部材１０と、支持部材２０と及び連結部材３０を備える。また
、必要に応じて横部材４０をさらに備える。
【００５８】
　縦部材１０、支持部材２０、連結部材３０及び必要に応じて設けられた横部材４０は、
後ろ壁面ＢＷと便器本体１００との間に設けられるキャビネット３００の内側に配置され
る。連結部材３０の上に搭載されたロータンク２００は、キャビネット３００の内側に収
納される。
【００５９】
　図８に表した壁掛便器１３０においては、縦部材１０が連結部材３０よりも下方に延び
ていても、キャビネット３００によって隠すことができ、見た目を損なうことはない。
　また、横部材４０が設けられている場合には、キャビネット３００の天板３０１を支え
る部材としても利用することができる。また、横部材４０の長さを短くすると（例えば、
２本の縦部材１０の間隔と同等の長さ）、キャビネット３００の扉３０５を開け際に横部
材４０が見えることを防止できる。
【００６０】
　このような壁掛便器１３０では、便器本体１００に加わった下向きの力が、支持部材２
０及び連結部材３０を介して縦部材１０に対して前方向きの力として伝わった際に、後ろ
壁面ＢＷの縦方向及び横方向の変形を抑制する。これにより、着座した際の便器本体１０
０の沈み込みが抑制され、安定感の高い壁掛便器を提供することができるようになる。
【００６１】
（第４の実施形態）
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　図９は、第４の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
　図１０（ａ）～（ｂ）は、第４の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式図
である。図１０（ａ）には正面図、図１０（ｂ）には側面図が表されている。
【００６２】
　図９に表したように、第４の実施形態に係る壁掛便器の取付構造は、図５に表した第２
の実施形態に係る壁掛便器の取付構造の縦部材１０を連結部材３０よりも下方に延在する
とともに、２本の横部材４０をさらに備えた構成である。
【００６３】
　縦部材１０の下端部１０ｂは、例えば連結部材３０と床面ＦＬとの間に設けられる。例
えば、下端部１０ｂは幅木よりも上の位置に配置される。
　縦部材１０の上端部１０ａは、２本の横部材４０のうち上側の横部材４０と接続される
。一方、縦部材１０の下端部１０ｂは、２本の横部材４０のうち下側の横部材４０と接続
される。
【００６４】
　例えば、２本の縦部材１０が平行に設けられている場合、上側の横部材４０は２本の縦
部材１０の上端部１０ａを連結するように取り付けられ、下側の横部材４０は２本の縦部
材１０の下端部１０ｂを連結するように取り付けられる。横部材４０は、後ろ壁面ＢＷの
幅にわたって設けられていても、後ろ壁面ＢＷの幅よりも狭く設けられていてもよい。
【００６５】
　図１０（ａ）及び（ｂ）に表したように、２本の横部材４０は、連結部材３０を間にし
て上下に設けられている。連結部材３０には、支持部材２０に取り付けられた便器本体１
００からの荷重や、ロータンク２００からの荷重が加わる。この荷重は、連結部材３０か
ら縦部材１０及び横部材４０を介して後ろ壁面ＢＷに前方向の力として伝わる。
【００６６】
　本実施形態では、連結部材３０から後ろ壁面ＢＷ側に伝わる力を縦部材１０及び連結部
材３０を間にして上下に配置された横部材４０によって広く分散させることができる。こ
れにより、後ろ壁面ＢＷの縦方向及び横方向の変形を抑制する。したがって、本実施形態
では、後ろ壁の構造によらず壁掛け式の便器本体１００をしっかりと固定できる。
　また、縦部材１０の下端部１０ｂを床面ＦＬにまで達しないようにすることで、縦部材
１０及び下側の横部材４０を後ろ壁面ＢＷに固定する作業が行いやすくなるというメリッ
トもある。
【００６７】
　図１１に表したように、本実施形態に係る壁掛便器の取付構造を適用した壁掛便器１４
０は、便器本体１００と、縦部材１０と、支持部材２０と、連結部材３０と、２本の横部
材４０と、を備える。
【００６８】
　このような壁掛便器１４０では、便器本体１００に加わった下向きの力が、支持部材２
０及び連結部材３０を介して縦部材１０及び横部材４０に対して前方向きの力として伝わ
った際に、後ろ壁面ＢＷの縦方向及び横方向の変形を抑制する。これにより、着座した際
の便器本体１００の沈み込みが抑制され、安定感の高い壁掛便器を提供することができる
ようになる。
【００６９】
　なお、図９及び図１０に表した本実施形態に係る壁掛便器の取付構造及び図１１に表し
た壁掛便器１４０において、横部材４０を３本以上設けてもよい。例えば、縦部材１０の
上端部１０ａ及び下端部１０ｂにそれぞれ横部材４０を設けるとともに、連結部材３０の
一端３０ａに接続するように横部材４０を設けてもよい。
【００７０】
（第５の実施形態）
　図１２は、第５の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
　図１２に表したように、第５の実施形態に係る壁掛便器の取付構造においては、図１に
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表し第１の実施形態に係る壁掛便器の取付構造よりも幅の広い縦部材１１を備えている点
で相違する。
【００７１】
　縦部材１１は、２本の連結部材３０の間隔とほぼ等しい幅を有する。縦部材１１は、固
定部材Ｂ１によって後ろ壁面ＢＷに固定される。固定部材Ｂ１は、縦部材１１の縦横複数
箇所に設けられる。
【００７２】
　すなわち、縦部材１１の幅は、縦部材１０の幅よりも広いため、縦部材１１を後ろ壁面
ＢＷに固定する場合には、縦部材１０を固定する場合よりも多くの固定部材Ｂ１を用いて
固定することができる。さらに、幅の広い１つの縦部材１１を用いることで、複数の縦部
材１０を設ける場合に比べて部品点数を少なくすることができる。
【００７３】
　また、幅の広い縦部材１１により後ろ壁面ＢＷを、縦、横及び斜めの方向に補強するこ
とができる。これによって、後ろ壁面ＢＷの縦方向の変形及び横方向の変形を抑制すると
ともに、これらを複合した斜め方向の変形についても抑制することができる。したがって
、後ろ壁の構造によらず壁掛け式の便器本体１００をしっかりと固定できる。
【００７４】
　第５の実施形態に係る壁掛便座の取付構造は、壁掛便器に適用される。これにより、後
ろ壁の構造によらず壁掛け式の便器本体１００をしっかりと固定でき、利用者が着座した
際の便器本体１００の沈み込みを抑制して安心して利用してもらうことができるようにな
る。
【００７５】
（第６の実施形態）
　図１３は、第６の実施形態に係る壁掛便器の取付構造を例示する模式的斜視図である。
　図１３に表したように、第６の実施形態に係る壁掛便器の取付構造は、図１に表し第１
の実施形態に係る壁掛便器の取付構造に、斜め部材５０をさらに備えた構成である。
　斜め部材５０は、２本の縦部材１０の間に設けられた斜めに延在する例えば角型材（中
空または中実）である。斜め部材５０には、例えば縦部材１０と同じ材料が用いられる。
【００７６】
　斜め部材５０は、一端５０ａが２本の縦部材１０のうちの１本の縦部材１０の上端部１
０ａに接続され、他端５０ｂが他の縦部材１０の下端部１０ｂに接続される。すなわち、
斜め部材５０は、２本の縦部材１０を斜めに繋ぐ部材である。斜め部材５０は、後ろ壁面
ＢＷに固定部材Ｂ３によって固定される。固定部材Ｂ３としては、例えばボルト及びナッ
トやビスが用いられる。固定部材Ｂ３は、斜め部材５０の複数箇所に設けられ、これによ
って後ろ壁面ＢＷに頑丈に固定される。なお、固定部材Ｂ３は接着剤であってもよい。接
着剤によって固定する場合には、斜め部材５０の裏面の広い範囲（例えば、裏面全面）に
接着剤を塗布して、しっかりと固定することが望ましい。
【００７７】
　本実施形態では、縦部材１０による後ろ壁面ＢＷの補強に加え、斜め部材５０によって
も後ろ壁面ＢＷを補強している。すなわち、本実施形態では、縦部材１０によって後ろ壁
面ＢＷの垂直方向に沿った補強を行うとともに、斜め部材５０によって後ろ壁面ＢＷの斜
め方向に沿った補強を行う。これによって、後ろ壁面ＢＷの縦方向の変形及び横方向の変
形を抑制し、後ろ壁の構造によらず壁掛け式の便器本体１００をしっかりと固定できる。
【００７８】
　なお、本実施形態においては、複数の斜め部材５０が設けられていてもよい。複数の斜
め部材５０は、互いに異なる斜め方向に延在して設けられる。これによって、斜め部材５
０の延びる方向に沿った壁面ＢＷの補強がなされる。
【００７９】
　第６の実施形態に係る壁掛便座の取付構造は、壁掛便器に適用される。これにより、後
ろ壁の構造によらず壁掛け式の便器本体１００をしっかりと固定でき、利用者が着座した
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る。
【００８０】
　以上説明したように、本実施形態に係る壁掛便器の取付構造及び壁掛便器によれば、便
器本体１００に下向きに力が加わった場合の便器先端の変位を十分に抑制することができ
る。これにより、壁掛け型の便器において着座した際の安心感の高い製品を提供すること
が可能になる。
【００８１】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。
【００８２】
　例えば、実施形態において縦部材１０の延在する垂直方向とは、床面ＦＬに対してほぼ
垂直な方向を含む。また、横部材４０の延在する水平方向とは、床面ＦＬに対してほぼ平
行な方向を含む。
　また、実施形態では、２本の縦部材１０を用いる例を説明したが、３本以上の縦部材１
０を用いてもよい。例えば、実施形態で説明した２本の縦部材１０の間に他の縦部材１０
を設けたり、２本の縦部材１０よりも外側に他の縦部材１０を設けるようにしてもよい。
　また、縦部材１０、支持部材２０、連結部材３０、横部材４０及び斜め部材５０は角型
材に限定されず、Ｕ字型やＬ字型など他の断面形状の部材であっても適用可能である。
　さらにまた、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組
み合わせることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範
囲に包含される。
【符号の説明】
【００８３】
　１０…縦部材、１０ａ…上端部、１０ｂ…下端部、１１…縦部材、２０…支持部材、２
１…第１連結部、２２…第２連結部、２３…第３連結部、２５…ボルト、３０…連結部材
、３０ａ…一端、３０ｂ…他端、３５…平板部材、４０…横部材、５０…斜め部材、５０
ａ…一端、５０ｂ…他端、１００…便器本体、１１０，１２０，１３０，１４０…壁掛便
器、２００…ロータンク、３００…キャビネット、３０１…天板、３０５…扉、Ｂ１…固
定部材、Ｂ２…固定部材、Ｂ３…固定部材、ＢＷ…後ろ壁面、ＦＬ…床面、ｈ…孔
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